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1．問題の所在と目的

　我が国の特別支援教育が平成19年度から法制的に
も本格的に始動する状況下にあって，筆者らは小・中
学校の「校内支援体制」づくり，とりわけ実践に基づ
いたリアリティのある目標像とそこへ至るプロセスの
解明に大きな関心を寄せてきた。この点に関わって，
文部科学省（2002，2003，2005）は一連のモデル事業
の実際をとりまとめ，国立特殊教育総合研究所（2006）
は「個別の教育支援計画」策定に関するプロジェクト
研究の成果等を公表してきている。しかし，かかる成
果は現段階において取り組むべき「校内支援体制」の
イメージを描く参照情報として貴重ではあるものの，
各学校が自らの出発点を同定し，次のステップを計画
するという意味でのモデル提示には至っていないよう
に思われる。
　さて，以上の先行研究の検討を含めた探索作業遂行
中に協働の機会を得たのが本稿で取り上げるX市立A

小学校（以下，A小学校と記す）であり，その10年
にわたる取り組みの軌跡と現在の姿であった。
　A小学校では平成17年度現在，全児童の学力検査
等の実施から連絡会議を経て，保護者の合意に基づく
個別検査・個別診断に至り，その結果を受けた支援会
議によって個別の教育支援計画を策定していく，とい
う「校内支援システム」を展開している。筆者らも平
成17年度以降の同校への参加・参画を通し，現状に
おいては相当に高い完成度を示す「校内支援体制」の

実践例であるとの実感を得てきた。X市では就学時に
保護者の学校指定権が優先されるため，通常の学級に
も障害児学級や養護学校に入学する児童と同等の特別
な教育的ニーズ（SEN）をもつ児童が在籍している場
合が多く，またいわゆる「障害」以外の要因から特別
な教育的ニーズを示す児童も少なくない。かかるX市
独特の風土がある中で，まさに悪戦苦闘しながらも現
在のシステムに至った経緯には，多くの示唆が秘めら
れていると思われる。
　そこで本稿では，このシステム作りに関わってきた
校長・障害児学級担任・養護教諭・担任・同校の専門
家チームを構成する研究者・臨床家に対する聞き取り
調査を主たる方法として，同校の現状（平成17年度
現在）と形成過程の素描を試みる。
　以下，まずA小学校の「校内支援システム」概要を
示し，その上でプレ段階（平成6年度）から第Ⅳ-3段
階（平成17年度）までを辿ってみよう。　

2．A小学校の校内支援システム概要

　平成17年度現在におけるA小学校の「校内支援
システム」概要を，先行研究に依拠しつつ（小野：
2005），校長による広報活動から支援会議のメンバー
による評価に至るまで4つのステージに分けて説明す
る。

特別支援教育に学校全体で取り組む体制づくりに関する研究

── X市立 A小学校における「校内支援システム」形成過程の素描 ──

小長井　香　苗*・加　瀬　　　進**

特別支援教育＊＊

（2006年9月29日受理）

キーワード：小学校，特別支援教育，校内支援システム



東京学芸大学紀要　総合教育科学系　第 58 集（2007）

－ 260 －

2．1　ステージ1：広報活動の実施
　A小学校では「特別支援教育」を学校経営方針に位
置づけ，校長が保護者及び地域住民に対して「PTA役
員会」，地域関係者を含む「学校協力者会議（学校評
価委員会）」，年度当初の「学校説明会」等を通して全
児童の学力保障に向けた個別学力検査の実施，連絡会
議・支援会議による個別の支援方針の策定と実施，と
いった同校の特別支援教育と「校内支援システム」へ
の理解促進を図る。
　
2．2　ステージ2：全校スクリーニングと児童の実態

把握
　5～ 6月にかけて，2年生から6年生に対してはTK

式学力検査を実施し，あわせて担任の実践活動を通し
た学習面・行動面の評価を行い記述する（1年生につ
いてはこの記述が中心）。これらは校長へ報告され，
教育相談部が整理しつつ，全児童保護者に対する結果
報告と保護者を交えた「連絡会議」の開催対象児童を
確定していく。

2．3　ステージ3：連絡会議・支援会議の開催と支援
方法の共有化

　保護者・校長・担任・養護教諭・特別支援教育コー
ディネーター・専門家から構成される「連絡会議」に
よって，学習や行動の滞りや偏りの原因を探り合い，
可能な限り通常学級ベースでの支援方法を検討・確認
する（通常学級ベースで学習を続ける児童はAグルー
プ）。より詳細な発達検査・医学的診断等が必要と判
断された場合は，保護者の合意が得られた場合，専門
家を交えてWISC-Ⅲ等の発達検査，協力関係にある
国立病院等での受診・診断と進め「支援会議」に至
る。ここでは「個別の教育支援計画」がニーズ整理表
とともに提示され，保護者，担任，学校長，コーディ
ネーター教員，養護教諭，専門家チームの支援者が通
常学級ベースながらも個別の抽出指導が必要な児童
（Bグループ），多様な個別対応が中心となる児童（C

グループ）について協議し，支援計画の策定，即ち教
員・関連機関・保護者間での支援方法の共有化をはか
り，実際の支援につなげていく（障害児学級の児童は
Dグループ）。

2．4　ステージ4：評価
　原則として週1回の教育相談部の話し合いで形成的
評価を行いつつ，学期ごとに支援会議に参加したメン
バーによる総合的評価が行われる。前者では指導効果
や新たなニーズの出現について，後者では支援計画の

妥当性，目標の達成度，児童・保護者の満足度が主た
る評価の観点となる。

3．「校内支援システム」の形成過程

　前節でその概要をみたA小学校の「校内支援システ
ム」は，もちろん一朝一夕にできあがったものではな
い。いったいどのような状況から出発して，今日の段
階に至ったのか。以下，平成6年度当時のプレ段階か
ら平成17年度の第Ⅳ-3段階に至るまで，その形成過
程のポイントを整理してみる。尚，第Ⅰ段階以降にお
ける領域ごとのトピックをまとめたものが表1（文末
掲載）である。
　
3．1　プレ段階：養護教諭による支援（平成6年度）
　この当時は，特別支援教育といった考え方や組織的
な支援もまだ全くない状態である。通常の学級におい
て，担任が特別な支援が必要だと感じた児童がいれ
ば，主に担任とB養護教諭によって支援が行なわれて
いた。学級での学習が辛くなった児童は保健室に来
て，B養護教諭が児童の相談にのったり，簡単な学習
支援をするなど，当時は悩みを抱える児童，さらには
担任の教員にとっても唯一といってよい支援者であっ
た（平成17年度をもって他校へ異動）。
　後にA小学校の改革に取り組んだC校長や校内専門
委員会に位置づくD教授はB養護教諭の存在を次のよ
うに語っている。
　「B先生の存在は非常に大きかった。保健室登校か
ら，教室に戻っていくケースを，あそこでみました。
B先生が，非常に子どもの心を捉えながら，あせらず
にね。保健室の先生の存在はすごく大きい。」（C校長）
　「B先生は…真剣に熱心にやってくれたよね。あれ
が，こう（支援を）支えた一部になってますけどね。
B先生がいなければ，今日はない，かもしれない。」
（D教授）
　また，保護者からの相談についても担任が受けるか
養護教諭が受けるかのどちらかであったが，相談を受
けた担任は校長か養護教諭に相談をするしかないとい
う状況でもあった。児童と保護者の支援が，養護教諭
を中心とする限られた資源の下で行なわれていた段階
といえる。学級や学年における壁は厚く，外部の専門
機関とのつながりは障害児学級と療育センターとの連
絡のみであり，学校内・学校外連携ともに閉鎖的で
あった。
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3．2　第Ⅰ段階：ニーズへの気付き・戸惑いと障害
児学級の提案（平成7年度～ 11年度）

　保健室で過ごす児童が増え，B養護教諭が一人では
対応しきれない状態になる時期であり，同時に，保護
者からB養護教諭への相談も増加していた。
　その結果，A小学校には「何かがおかしい」という
気づきが生まれていくものの，通常学級では気づきが
あっても対応方法がわからず，担任は一人で悩む，B

養護教諭に相談する，学年で話し合いがもたれても実
際の支援に至らない，といった戸惑いが広まっていっ
た。
　こうした状況にあって，障害児学級担任・E教諭
（後の特別支援教育コーディネーター）が，校内にあ
る障害児学級のリソースを通常学級で困難を抱える児
童の支援に活用できないかと考え，動き始めた。ま
ず，障害児学級と通常学級（交流学級）の児童の交流
学習が始まり，それに伴い，通常学級の担任に向け
て，障害児学級での指導内容や指導計画の提示がされ
るようになる。
　この当時の様子を，障害児学級担任・E教諭は次の
ように回顧している。
　「障害児学級ではこういう指導内容をしますよ，と
いう風に，教科，自立活動，吃音訓練といったような
ことをすべて提示します。通常学級の先生方にです
ね。そして IEPを提示する。交流の意義なんかを提示
する。…中略…で，障害児学級にはその活動が，こう
いう風なサービスがありますよと，という形にして，
障害児学級に入るとこんなことが学べるんだ，という
ようなことが通常学級の先生のところに届きはじめま
した。」（E教諭）
　この段階における障害児学級の提案は，どちらかと
いうと障害児教育の方法を活用した抽出指導が想定さ
れていた感がある。あわせて，障害児学級担任が指導
力量の向上を目的に，大学からコンサルテーションを
受け始めるのもこの頃からであった。

3．3　第Ⅱ段階：特別支援教育の展開に向けた校内
環境づくり（平成12年度～ 13年度）

　保健室登校の児童はますます増加し，さらには「不
登校の児童が多かった。特に「6年生はクラスに1人
ずつ不登校の子がいた（E教諭）」という状況に至る。
加えて，高機能自閉症の児童が学級集団の中でいかに
適応して過ごせるようにしていくかという課題が大き
くクローズアップされていた。
　そこでまず，A小学校が取り掛かったのは，新たな
支援を積極的に受け入れることができるような教員間

の開かれた雰囲気をつくることであった。
　平成12年度から赴任したC校長は当時の様子と直
面した課題を，以下のように述べている。
　「勤務した当初から「学校の閉鎖性」を感じていた。
…中略…学校の雰囲気は新しい取り組みに対しあまり
積極的ではないように感じられた。この，「閉鎖性」
をどうにか変えていかないと特別な支援は実現できな
いと痛感した。特別支援教育が成功するかどうかは，
学校内が開かれているかどうかであり，子どもたちと
直接接している先生方がいかに連携して，心をわって
支援しあうかにかかっている」（C校長）
　そこで，これまで学校内に存在していた「閉鎖性」
をなくし，教員同士がお互いにオープンな姿勢になる
こと，つまり「内を開く」ことが第Ⅱ段階で目指さ
れ，ニーズを持つ児童を担任の先生に押し付けるので
はなくて，学年として，学校全体の問題として支援し
ていこうという風土づくりをめざしていく。「教員に
空き時間はない」として，教務主任や専科の教員も時
間があれば支援を必要としている児童のクラスの支援
に入る。C校長自身も校長室で学習支援を行う。こう
して徐々に，それぞれの学級がオープンになり，担任
が他の教員に，クラスで抱える悩みを気軽に相談でき
る雰囲気が生まれていった。
　ところで，こうした支援体制にかかわる風土づくり
を進める中，児童が抱えている特別な教育的ニーズの
一つである「学習のつまずき」の捉え方が，C校長と
障害児学級のコンサルテーションをしていたD教授と
の間で次のように整理・確立されていく。
　「学習のつまずき」は，ADHDやLDといった障害
に起因する一次的な問題もあるが，そもそも「授業が
面白くない」といった問題にも起因しているはずであ
る。それならば，授業をきちんとしよう。いわゆる抽
出指導を増やすのではなく，まずは，通常の授業を
しっかりすることから始めよう，というものである。
　この考え方は，A小学校「校内支援システム」の
形成において，非常に重要な視点であるとされてい
る。障害児学級担任・E教諭は「きちんと検査して抽
出してやれば伸びるという考え方だったんだけど，い
や「授業だよ」と言われて。…うん！そうだ！という
風に方向転換していった」と述べている。第Ⅰ段階で
は，交流教育を手がかりに，障害児学級の良さを伝え
る，障害児学級の方法論を提示するという一方向的関
わりであったものが，障害児学級児童の指導計画作成
に交流先の学級担任も関わる，その延長線上に「通常
学級の児童にも使える方法」について協議しながら多
様な交流の形態が増える，という情景に変化してきた
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のであった。またちょうどこの頃，障害児学級の指導
法を向上する目的で行われてきた大学教員からのコン
サルテーションが，通常の学級にも向けられていく。
しかし，まだ直接的な支援ではなく，障害児学級担任
が大学教員から受けた助言や提案を通常の学級担任に
提案をしていくという間接的なものではあった。
　こうして通常の学級における「授業の質の向上」を
テーマにして，特別支援教育に向けた新たな校内支援
体制の構築に取り組んでいくことになり，平成15年
度には，この考えに基づいた学力向上フロンティア事
業が始まることになるのである。

3．4　第Ⅲ段階：「ニーズ」把握の視野の広がり（平
成14年度）

　この年度から障害児学級担任・E教諭が「教育相談
担当」に位置づくと，以前からも増加傾向にあった保
護者及び学級担任からの相談件数が一気に増加して
いった。そうした中で，「障害に限定されない，非行
に至る家庭環境や外国語を母語とするといった要因，
つまり，その子ども自身やご家族では解決できない
ニーズに対しても学校が支援しよう（E教諭）」とい
う考え方が打ち出されるようになり，例えば次のよう
な取り組みがうまれていった。

＜児童のニーズをしっかり把握する必要があると考え
るきっかけとなる事例＞
　いじめをしていた女子児童の家庭状況は，母親が仕
事の関係で家を留守がち，毎日家にいる「お父さん」
が違うなど，非常に厳しい環境であった。
　
＜保護者と学校側が話し合いを重ねることで問題を解
決した事例＞
　高機能自閉症の児童が，障害児学級の児童や外国籍
の児童に対し，暴言や偏見を持つといった攻撃的行動
をとっていた。その後，保護者，校長，養護教諭とで
1ヶ月に渡り話し合いを重ねた結果，問題解決に至っ
た。

＜不登校になった児童を養護教諭・他機関・保護者・
大学との連携によって支えた事例＞
　アスペルガー症候群と学習障害をあわせもつ児童が
不登校になるが，養護教諭の支援のもと，保健室登
校，クラスの児童との交流，そしてクラスに復帰でき
るようになるという事例である。担任，養護教諭，専
門機関，専門家，コーディネーター教員，その他の教
員も含め支援をしてきた。クラスに復帰できた後も，

以上のメンバーから継続して支援を受けていく。

　さて，この第Ⅲ段階では，もう一つの新たな取り組
み－特別な支援を必要としている児童一人ひとりが
持っているニーズをより詳しく把握するための学力検
査実施がある。
　もちろん，C校長とD教授の共通認識，即ち「個の
学力を把握しないと，手立てが出てこない」という考
えと，「他校でも学力検査を実施した前例が無く，子
どもの選別になる」という教員の強い抵抗感は厳しく
対立し，議論が重ねられたという。最終的にC校長が
「保護者へのプリントは私が書き，説明は私が行い，
学力検査の実施については私が責任を持ちます」と教
員に約束して実施されることとなった。
　その保護者への説明文の中で，「一人一人の支援を
していくというか，そのための学力の状況を調査す
る，それを他の人と比較するとかではありませんと，
目的をはっきりさせた」結果（C校長），保護者から1
件も反対は来なかった。
　A小学校はこの段階を機に，「特別な教育的ニーズ」
の強弱と学力向上を連続的に捉え，「勉強がわからな
いゆえに，問題行動を起こしてしまう」という児童へ
の全校的な支援体制づくり，「担任や学年が変わって
も続けていける」システムづくりに向かっていく。

3．5　第Ⅳ－1段階：校内支援システムの確立（平
成15年度）

　この段階におけるトピックの一つは，障害児学級
担任のE教諭がA小学校の特別支援教育コーディネー
ターとして位置づいたことである。これ以降はコー
ディネーター教員を中心に「校内支援システム」の構
築が進められていくことになる。第Ⅲ段階に始まった
保護者に向けた広報活動と校内スクリーニング（学力
検査）によるニーズ把握に加え，新たにニーズの明確
化と共有化，支援方法の共有，支援の実施，評価まで
のプロセスが四つのステージとなり，「校内支援シス
テム」として確立されていく時期である（本稿2節参
照）。
　今ひとつのトピックは「学力向上フロンティア事
業」を受託したことにより，児童の「学力向上」と教
員の「授業の質の向上」が研究指定校として目指され
たことである。学力向上フロンティア事業によって一
人一人にきめ細かい支援が目指され，通常学級の担任
がニーズのある子どもへいっそう関心を向けるように
なっていった。
　以下，前節で述べたA小学校の校内支援システムが
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この段階でどのように定着・確立していったのかをま
とめておきたい。

＜ステージ1の定着　学校長による広報活動＞
　まず，児童に特別な支援を提供していくには，保護
者の理解があることが大前提であると考え，年度当初
に学校説明会や文書による広報活動が学校長により行
われ，保護者に向けて特別支援教育と「校内支援シス
テム」への理解促進を図るようになる。

＜ステージ2の定着　ニーズの明確化と共有化＞
　校内支援システムを形成していく上で「ニーズの明
確化と共有化，支援方法の共有化」が必須要件と理解
され，ニーズを明確化するために，学力向上フロンテ
イア事業と並行し，学力検査，いわゆる全校スクリー
ニングが継続して行われていく。（前年度の算数に国
語も検査に加わる。）この学力検査の結果をもとに，
児童のニーズが明確化し，さらに客観的な検査結果に
より教員間で児童のニーズを共有することが可能に
なった。
　また，担任教員の実践による評価も行われるように
なる。このどちらの評価内容も校長に集約され，教育
相談部会メンバーによって共有されていく。

＜ステージ3の確立　連絡会議・支援会議の設置と支
援方法の共有化＞
　支援対象の児童の保護者に対しては，「連絡会議」
の場を設けて，まず児童の実態を説明し，特別な支援
をすることへ理解を得られた後，必要であればより詳
しいアセスメントを提案する。その後「個別の教育支
援計画」の作成，さらに「支援会議」が設置され，保
護者，担任，学校長，コーディネーター教員，養護教
諭，専門家チームの支援者全員で支援方法が共有でき
るようになった。
　この二つの会議については支援がうまくいった事例
の積み重ねにより，教員間や保護者の間に定着してい
くことになるが，事例①は，その支援の成果が得ら
れ，定着のきっかけとなったものである（平成15年
度赴任のF校長）

＜事例①＞
対象児童：A児・3年男子　
児童の様子： 友達に取っ組みかかる，先生に手を出す
等，対人関係でのトラブルが多い。ADHDと診断さ
れる。
時　　期：平成15年1学期

支援の経過：特別支援教育を始めて，初めて医師の診断
を薦める。それまでは，自分の子どもが障害を持つ
と判断されたときの親のショック，診断を受けた後
のフォロー体制について不安があり，医師の診断を
薦めることに校長自身も抵抗があった。

　 　それまでの保護者面談の多くは「お子さんがこん
な悪いことをしましたので，直して下さい」と一方
的な報告とお願いといった形が多かった。しかしこ
こでは，支援に関わる保護者，学校，専門機関それ
ぞれの役割を明確にして，「保護者，学校，専門機
関とで，手をとりあって子どもを一緒に育てていき
ましょう」というスタンスで取り組むことがコー
ディネーターから保護者に伝えられた。

　 　A児の保護者は，A児が小さい頃から友達との間
でトラブルがある度に，他の保護者にいろいろと辛
いことを言われてきた経緯があったと思われる。そ
れゆえ，保護者自身も頑なになっていたと話されて
いたとのこと。しかし，子どもの問題を引き起こす
原因に向き合い，一緒に支えていこうという姿勢を
初めて受けて，安堵の涙を流した。医療機関につな
げることにも承認を得られ，両親ともに学校に任せ
ようという姿勢になった。その後，医療機関に3ヶ
月かかり，ADHDという診断が出され，投薬や支援
方法が分かり，実際に支援に取り掛かるに至った。

　この事例①を受けて，F校長をはじめ他の教員も，
保護者と相談支援を行っていくこと，医療機関につな
げて支援を行っていくことは，児童にも保護者にとっ
てもよい結果をもたらすと確信できた。相談支援とア
セスメントをすることで，自分のクラスの中で困って
いる児童も支援できるという安心感と，相談支援を取
り入れていこうという雰囲気が教員間に生まれる。そ
の後は，担任教員・保護者からの相談件数が増加して
いった。

＜ステージ4の導入　専門家チームによる評価＞　
　以前より行われてきた大学からのコンサルテーショ
ンが障害児学級への支援から，通常の学級も含めた全
校規模に拡大される。このコンサルテーションにかか
わる大学教授が中心メンバーとなり「校内専門家チー
ム」が発足した。さらにこのメンバーにより，随時，児
童の評価や授業への助言が行われるようになっていく。

3．6　第Ⅳ―2段階：校内支援システムの実践（平
成16年度）

　第Ⅳ段階―1で確立した「校内支援システム」にも
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とづき，新たに特別支援教育に向けた実践が始められ
た。広報活動を開始し，連絡会議，支援会議などの場
を設け，保護者との話し合いを積極的に行ったとこ
ろ，学校からの一方向的な支援の提案にかわり，保護
者側からも支援依頼が来るようになる。この段階での
特徴的な変化は，「校内支援システム」に対し，保護
者からの理解・協力を得られるようになってきた点で
ある。そしてこの時期からは，保護者も支援会議のメ
ンバーの一員として，主体的に支援に対して意見を述
べていくようになる。
　また地域への広報活動を進めた結果，地域住民の理
解と協力が得られるようになる。ちょうどこの時期，
窃盗や放火といった児童の反社会的行動が増えていた
ため，地域住民の協力のもと，非行防止運動や放火防
止運動が始まった。地域や保護者にも特別支援教育が
浸透していったのである。
　こうした地域からの理解を得るきっかけとなったの
が，以下の事例②である（F校長）。
　
＜事例②＞
対象児童：B児・6年男子
時　　期：平成15年2学期
児童の様子：運動会前日に親に叱られ運動会を欠席する
という事があった。日常でも友達とトラブルを起こ
すことが度々ある。

支援の経過：6月，運動会に欠席した出来事を知り，何
かがおかしいということで，学校側が気にかけ始め
る。夏休みから保護者との相談支援が始まる。
　 　9月になり，B児が放火をする事件が連続して起
こる。その事件により，地域の人の財産や生命を危
うくしたということで，地域の人にきちんと説明を
する必要があった。そこで，学校側は保護者と話し
合い，「学校協力者会議」にむけて，児童の抱える
障害について説明し，理解を求めるように話をする
ことを決めた。学校協力者会議の場でも，はじめは
反社会的行動について理解しがたいという意見もも
ちろん出たが，B児が抱える障害とそれが事件に起
因していたこと，B児が必要としている支援につい
てきちんと説明をしたことで，理解が得られ，さら
に支援に協力をしようという姿勢が生まれた。その
後，実際に地域住民の手により，放火防止運動や夜
回りが行われることになった。

3．7　第Ⅳ―3段階：「校内支援システム」の改善～
「通常の拡大」（平成17年度）

　「校内支援システム」が教員や保護者の間で定着し，

次は通常学級をベースにした支援を拡大していこうと
いう動きが始まる。
　「通常の拡大」とは，特別な教育的ニーズのある児
童に対し，個別の取り出し学習の機会を増やすのでは
なく，できる限り通常の学級における学習が可能とな
る支援を提供していくことをいう。例えば，児童との
関わり方，教材の工夫，活動の場など学習環境の見直
しなどである。また同時に，すべての児童に向けて，
だれでも困った時に支援を受けることは当たり前なの
だという学級風土つくりに力を入れていく。
　「一人の教師はみんなの教師」という合言葉に，F

校長はチームプレイでの支援を呼びかけ，教員もチー
ムでの支援体制を意識して取り組むようになった。そ
の結果，連絡会議，支援会議，全体会などフォーマル
な会議の他に，問題が発生するとともに自然発生的に
学年部会が開かれるようになっていった。そして今で
は，このインフォーマルな話し合いが校内支援体制の
重要な位置をしめるようになっている。
　また地域住民からの支援が増大したことも，この段
階の特徴的な変化である。これまでの放火防止運動や
夜回りなど協力に加え，PTAが特別支援にかかる費用
を予算化する程にまで，特別支援への理解と協力が得
られるようになった。その地域住民からの理解・協力
の程度は，以下のコーディネーター教員の言葉からも
読み取れる。
　 　「今はね，どういう風になったかというと，今度
からは強制の人事異動があるんですね。それに対し
て地域の人たちが，校長先生の学校経営に支障が出
ないように，ご配慮願うと嘆願書を出してきたんで
す。各町内会長やPTA会長からとか。実印を押し
て出てきたんです。」（E教諭）
　このように第Ⅳ－3段階では，教職員の理解，保護
者の理解，そして地域からの理解と協力を得られる
ようになった。現在のA小学校「校内支援システム」
は，学校全体の支援から地域全体の支援へと支援の輪
を広げた段階にまで発展してきたといえる。コンサル
テーションに入っていたD教授も，A小学校の「校内
支援システム」をここまで発展させることができたの
は，「親の理解や協力があって。その一方で地域支援
が進んできた」と述べている。

4．外部専門機関・専門家との連携の変容

　A小学校における「校内支援システム」の確立過程
は校外の専門家・専門機関との連携が重要な役割を果
たしている。当初は，障害児学級の児童に対して療育
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センターと連携があったところから始まり，現在で
は，「校内支援システム」の中に大学教員やSTといっ
た教育や医療分野の専門家が位置づけられるまでに
至っている。
　以下，その経緯を校内支援体制発展段階のプレ段階
から第Ⅳ段階まで，各段階での連携のあり方を詳しく
みていこう。

4．1　プレ段階：療育センターとの連携（平成6年度）
　A小学校が特別支援教育に手付かずの状態であった
このプレ段階では，連携していた専門機関といえば療
育センターだけであった。それも当初は，通常の学級
とはほとんど関わりがなく，障害児学級との連携にと
どまっていた。
　当時から療育センターの通園施設に通ったり，検査
や指導を受けに来るなどで療育センターと関わりのあ
る児童の多くは，通常の学級よりも障害児学級に在籍
していた。そのため障害児学級の担任とは，次年度に
入学してくる児童の引継ぎや，既に在籍をしている児
童への指導に対して助言を受ける，などの目的で療育
センターと情報交換を行っていた。

4．2　第Ⅰ段階：大学からのコンサルテーション開
始（障害児学級）（平成7年度～）

　プレ段階から引き続き，療育センターと障害児学級
との連携は行われていたが，第Ⅰ段階には，さらに新
たな専門家として，大学教員D教授との連携が始まっ
ていく。
　療育センターとの連携の時と同じく，こちらも障害
児学級が起点になり連携が始まっていった。当時，障
害児学級では，指導力量の向上に力を入れていた。そ
こで，算数指導の専門家である大学教員へコンサル
テーションを頼んだところから，A小学校と大学教員
の関わりが始まっていった。この指導研究熱心な障害
児学級の担任によって，以後も校外の専門家との連携
の幅が徐々に広がっていくこととなる。
　一方，通常の学級に在籍する児童の支援のために，
校外の専門家や専門機関が関わってくるという段階に
はまだ至っていなかった。

4．3　第Ⅱ段階コンサルテーションの拡大（通常学
級へ）（平成12年度～ 13年度）

　障害児学級は，療育センターと連携し，さらに大学
からのコンサルテーションを受けるようになり，T小
学校と他の専門機関・専門家とを結ぶパイプのような
存在になっていた。

　この時期は障害児学級担任から通常の学級の担任に
向けて活発に情報提供が行われた時期と対応する。児
童のニーズに応じて交流学習の機会も増えていき，そ
れに伴い，通常の学級と障害児学級の担任との連携が
深まっていくようになる。
　その際，D教授から「ホール・スクール・システ
ム」という考え方を聞いた障害児学級担任・E教諭は
「障害児学級としては力量を上げてきたつもりでいた
けれど，次は障害児学級をホール・スクール・システ
ムの一つの部門としてやっていけないか」と考えた，
と述べている。また，当時のC校長も発達障害に関心
をもっており，通常の学級の中にいて困っている児童
にも支援していかなくてはならないと考えていた。そ
こで学校長と障害児学級担任とが合意して，障害児学
級にある資源もすべて利用できる形で，支援を必要と
している児童には学校全体で支援をしていこうという
考えに至る。それを受けて，D教授もホール・スクー
ル・システムを目指してA小学校を支援していくよう
になる。それからは，障害児学級に限らず，通常の学
級も含めた学校全体に対してコンサルテーションが行
われるようになっていった。
　
4．4　第Ⅲ段階：STや心理職，NPO・退職教員・ボ

ランティアが支援に介入」（平成14年度）
　この段階を「ニーズ」把握の視野が広がった段階と
称したが，換言すればホール・スクール・システムの
考えを実践的に取り入れ，校内支援体制の構築に向
かって学校が動き出した段階ともいえる。
　まず，改めて新たなスタンスで校内支援体制に加
わった専門機関として，療育センターがある。それ以
前も障害児学級とのつながりはあったが，この時期か
ら，療育センターからの支援にも特別支援教育という
考えが加わり，通常の学級も含めた学校全体の児童へ
の支援が始まっていく。
　療育センターのケースワーカーは，障害児学級担任
から「特殊教育とは違う視点をもった特別支援教育を
始めるので，これからはいろんな連携をよろしく」と
頼まれたと述べている。実際，それまでは療育セン
ターにかかったことのある児童の引継ぎが主であった
が，この時期からはA小学校教員から積極的に相談が
くるようになり，さらには学校で相談を受けた児童の
保護者からも相談依頼が来るようになっていった。そ
れに対し，療育センターでは，児童の検査や診断を出
す機会も増え，その診断結果はT小学校での特別支援
教育に生かされていった。また，「お子さんには特別
な支援が必要とされています」と学校が提案をしても

小長井・加瀬：特別支援教育に学校全体で取り組む体制づくりに関する研究



東京学芸大学紀要　総合教育科学系　第 58 集（2007）

－ 266 －

受け入れられない保護者に対して，専門家の立場から
療育センターが代わって説明をするというケースも出
てきた。
　次に，ST・心理職でもある大学教員G教授が支援
に加わるようになった。当初は，障害児学級の児童へ
STとして言語指導を行ったり，心理職として検査を
行うといった個別指導形式で支援に入っていた。とこ
ろが，「実際に指導の機会がもてるのは週に1回，で
は入れない残りの日には支援ができないとなると，日
常の継続的な支援は変わっていかない，果たしてこの
支援の仕方は正しいのか？」という疑問にぶつかる。
障害児学級担任と話し合いを重ねて至った結論は，G

教授が直接個別指導をするのではなく，日常的に継続
して指導をできる教員側の指導に対して，専門家の立
場からコンサルテーションを行っていこうということ
であった。それからは，個別指導よりも，教員の指導
への助言や提案を主に行うようになっていった。
　また，様々な支援の形態が提案される一方で，支援
をする人がいないのでは何もならない。そこで，退職
された教員やNPO（家庭教師）が支援に介入するよ
うになる。彼らは直接授業に入り，学習に困難を示す
児童へ支援をしていくこともあれば，個別に指導をす
ることもあった。また，H大学の学生もボランティア
として支援に入るようになっていった。

4．5　第Ⅳ段階：専門家が「校内支援システム」に
位置づけられる（平成15年度～）

　「校内支援システム」が確立していく第Ⅳ段階に入
り，それまでに関係を築いてきた専門家は，新たに
「校内支援システム」の中の「校内専門家チーム」と
して位置づけられ，随時，児童の評価や授業への助言
を行うようになる。現在では，児童のニーズを知るた
めに検査を行ったり，支援会議に出席し，児童の支援
方法の決定に関わったり，あるいは直接個別の支援に
入ることもある。こうして校内支援メンバーの一員と
して支援に入ることが，保護者にも明確に伝えられて
いき，保護者と面談を行うようにもなっていく。コー
ディネーターであるE教諭は「専門家が学校について
いることで，保護者は学校の支援体制に安心感を抱い
ている」と述べている。
　退職教員やNPO，学生ボランティアは，引き続き
ニーズに応じた様々な形態で支援に入っていくことに
なるが，こちらはフェローシップと呼ばれるようにな
り，その立場も保護者に伝えられた。そして，保護
者から校内支援体制が認められるようになった現在
では，PTAの予算にこの特別支援が予算化され，フェ

ローシップにも謝礼が与えられるまでになっている。
　「校内支援システム」が確立し，児童のニーズがよ
り明確化されることにより，これまではなかなか気付
けなかった家庭環境に困難を持つ児童も明らかになっ
てきた。家庭で虐待をうけている児童や，複雑な家族
構成を持つ児童など，学習に取り組むより前にまず家
庭の状況を整ええることから支援をしていかなくては
ならない児童が隠れていることも顕在化してきた。そ
の結果，児童相談所などの福祉機関や民生委員と連絡
を取りつつ支援を行うケース，保護司との連携により
反社会的行動を起こしてしまう児童が抱える原因に向
き合うケースに至っている。

5．まとめにかえて～校内支援システム形成のポイン

トと地域支援体制づくりの課題

　以上，A小学校における「校内支援システム」の形
成過程を概観してきた。ポイントとしては①担任が抱
え込まず，協働して学習や生活を支える学校風土づく
り，②すべての子どもの学力保障に向けた授業づくり
という文脈での特別支援教育の展開，③障害児教育が
蓄積してきた方法の活用，④以上と連動した専門機関
や地域資源の活用と協働，⑤これらを貫くキーパーソ
ンとしての特別支援教育コーディネーターの実践が挙
げられよう。今後は「個別の教育支援計画」やその前
提となる支援会議の制度的・組織的導入がA小学校に
おけるような「校内支援体制」づくりを導き，その期
間を短縮化するのか，あるいは学校風土づくりや授業
改善への強い志向性はやはり前提として不可欠なの
か，等について対象校を広げて検討し，ステップアッ
プモデルとして，A小学校の形成過程を検証していく
作業が求められる。
　なお，平成18年度に入ってA小学校が取り組んで
いるのは，保護者支援や家庭生活基盤づくりが必要な
児童に対するカンファランスと支援体制づくりであ
る。こうしたケースについては児童福祉・精神保健を
含む成人福祉・公的扶助等が濃密に関与することにな
り，まさに地域支援体制づくりとの関係が問題とな
る。この点については改めて稿を起こしたい。
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表－１：A小学校「校内支援システム」形成過程　　　　（▲：各段階での課題）

概　　　　況 SENを持つ児童への対応
（SEN） 保護者相談体制 通常の学級担任への支援

H7～ 11年度
ニーズへの気付き・
戸惑いと障害児学級
の提案

SENへの気付き
・全体の生活目標の話し合い
が中心（スローガン設定等）
・養護教諭への相談
▲直接的な支援は，担任と養
護教諭からのみ。

養護教諭と担任への相談
・養護教諭か担任に随時相
談

校長への相談
・校長か養護教諭へ相談をす
る
▲担任の悩みと戸惑い

H12・13年度
特別支援教育の展開
に向けた校内環境づ
くり

・養護教諭からの直接支援 ・増加する相談件数への対
応
学校長と教育相談担当とで
相談に対応（登校しぶり，
学習の理解不足）
▲相談件数が増加

・障害児学級から支援方法の
提示
障害児学級から指導内容，個
別の教育支援計画の提示
・障害児学級担任が，交流級
の副担任として支援する

H14年度
「ニーズ」把握の視
野の広がり

・ニーズの掘り起こし
2 ～ 6年生に学力検査（算数
のみ）を実施，児童のニーズ
を把握する
▲学力不足が明らかになる
個別の指導が開始
・いじめや虐待を受ける児童
へ専門機関からの支援

・相談件数が30件以上に
→「通常の学級と障害児学
級の籍へのこだわりをなく
していこう！」
・校長による広報活動開始
「特別支援教育」への理解
促進，説明会・文書での広
報

・動ける教職員は随時支援に
介入（用務員など）
・専門家から障害児学級担任
を通し，指導方法の助言を受
ける
・オープンに相談できる雰囲
気ができる

-

H15年度
「校内支援システム」
の確立

H15 ～ 16
学力向上フロンティ
ア事業

・ニーズの明確化と共有化
校内スクリーニングが定着
学力検査が定着し，担任の実
践による評価も開始される
▲通常の学級でSENを持つ児
童が多数明確化
※ 特にH15年度入学児の学習
理解不足が顕著

・通常の学級からの相談が
急増（相談件数50件以上）
・相談機会の増設，整備
土日の相談支援も開始
▲特別支援に抵抗感あり
▲学校から一方向的な面談

・通常の学級の担任と教育相
談部との連絡
※悩みを打ち明ける！
→システム構築に至る
・個別の教育支援計画を作成
・専門家チームから担任への
指導，助言

-

H16年度
「校内支援システム」
の実践

・学級内での環境調整
座席の位置やグルーピングな
どの環境調整と，授業中の細
やかな配慮により支援をする

・連絡会議，支援会議に保
護者が参加
学習面，行動面のニーズを
報告，支援必要性の相談
・保護者からの支援依頼も
来るようになる
※年間で計183件の相談

・支援会議メンバーとの協力
・個別の教育支援計画を作成
・専門家チームから担任への
指導，助言

-

H17年度
「校内支援システム」
の改善

・「通常（学級）の拡大」
関わり方，教材の工夫，活動
の場等，学習環境の見直し
・夏休みの補習授業を開始
学級風土作り
・「みんな違ってみんないい」

・家庭からの評価
家庭から学校に評価を提出
してもらい，支援が必要な
状況に学校が対応
・「支援を受けることは当た
り前」という雰囲気ができ
る

・教員の意識変化
「一人の教師はみんなの教
師！」を合言葉にチームプレ
イの向上を目指す
・インフォーマルな学年部会
が増加し，いつでも相談でき
る体制ができる
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障害児学級担任の働き
（特別支援教育コーディネーター）

支援会議
（支援方法の明確化・共有化） 専門機関・専門家との連携 PTA・その他の社

会資源による活動

・通常学級へ情報提供
（障害児学級の指導内容の
提示，指導計画の提示）
・障害児学級児童の学習
ニーズに応じた柔軟な交流
体制をとる
▲一方的な情報提供

・通常の学級の担任は悩み
を抱え込む
SENを持つ児童に対し，組
織だった話し合いはない
▲担任が一人で悩むか，良
くても学年会議が行われる
程度，ニーズの共有不可

・障害児学級と療育セン
ターが連携
・障害児学級の指導力量向
上を目的とした大学からコ
ンサルテーション
▲専門機関との連携は障害
児学級にとどまる

・幼稚園・保育園，中学
校への一方的な情報要
求，情報提供

・児童の交流学習に伴い教
員間の交流も活発化
・交流学習の意義を明確化
・通常の学級の児童と専
門機関とのジョイント役と
なって支援

・通常学級と医療・福祉機
関との連携はじまる
・大学からのコンサルテー
ションが拡大する

・NPOが学習支援へ介入
通常学級児童に個別指導
が開始
・他校種との連絡活発化
幼稚園・保育園，中学校
との連絡が積極的に

・全体会でのニーズ報告
個別に支援が必要な児童を
全体会で報告
→オープンに他教員へ相談
できる雰囲気
▲具体的な支援方法の話し
合いはない

・いじめや虐待をうける児
童支援のため，障害児学級
の築いてきた専門機関ネッ
トワークを活用

-

・通常の学級からの相談が
増加
・通常の学級での環境調整
の提案，実践
▲通常の学級の児童のニー
ズが多様化

・ニーズ・支援方法の共有
化　教育相談部会でニーズ
に対する支援方法の検討，
新たなニーズの発生確認，
評価（週１回）
連絡会議・支援会議の設定

・校内専門家チーム発足
・大学からのコンサルテー
ションが全校規模に拡大，
校内専門家チームとして位
置づく

・学習指導応援者の増加
退職教員，学生ボラン
ティアからの応援

-

・コーディネーターが，障
害児学級の担任を外れ，全
校のコーディネーターへ

・保護者との話し合いが積
極的に

・校内専門家チームとのつ
ながりを強化

・地域住民の協力体制
・地域住民の協力によ
り，非行防止の声かけや
放火防止運動はじまる

-

・学級の枠組みにとらわれ
ない支援
・リソースルームを使って
の個別指導　など

・インフォーマルな会議の
増加
・問題が発生すると，自然
発生的に学年部会が開かれ
るようになる

・医療・福祉専門家の支援
会議への介入
・虐待児への支援により，
児童相談所と養護教諭，C
ｏとの連携が強化する

・地域からの支援が増大
・ＰＴＡが特別支援に関
する費用を予算化
・保護司との協力



Bulletin of Tokyo Gakugei University, Educational Sciences, Vol. 58 （2007）

－ 270 －

	 In this paper, we gave a short sketch of development of the support system for pupils with special educational needs in A 

elementary school in Japan, which has made every effort to establish whole school approach for last decade.

Developmental process in A elementary school is divided into 5 stage and each stage has the following characteristics.

	 Pre-stage : A school nurse fights alone and there is few collaboration among each teachers.

 1st - stage : Some teachers begin to notice diversity of pupils, but they have no measures, so that a teacher of special classes for 

pupils with developmental disabilities begins to present his/their method to teachers of regular classes.

 2nd - stage : The leadership of the principal brings the appropriate school culture toward development of new support system 

for all pupils.

 3rd - stage : An achievement test and behavior assessment for each pupil is introduced, and all staff of A school try to do 

teaching and guidance more appropriately.

 4th - stage : Idea of a whole school approach expand into each teacher and the support system for all pupils in A elementary 

school is established.

	 Through these stage analysis, we identified the next core elements for development of the support system in A elementary 

school ;

① school culture toward interprofessional collaboration

② development of IEP in the context of inclusive education

③ utilization of method of special education

④ interprofessional collaboration under the setting of community

⑤ activeness of SEN Coordinator.

Key words: elementary school, Special needs education, support system throght the whole school approach
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